
精華町公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドラ

イン、「５．各施設における不承認等の具体的適用」参考資料 

 

 

（１）最高裁判所第三小法廷平成 7年 3月 7日判決 

   （いわゆる泉佐野市民会館事件判決／以下、関係部分抜粋） 

 

 集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、

構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達せしめるよう適正にその管理権を行

使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわ

らずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のた

めに利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険が

ある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止

するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあ

るといわなければならない。そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるか

どうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれるこ

とによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害発生の危険性の程度等を較量

して決せられるべきものである。本件条例七条による本件会館の使用の規制は、このような

較量によって必要かつ合理的なものと肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するもの

ではなく、また、検閲に当たるものでもなく、したがって、憲法二十一条に違反するもので

はない。 

 本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可して

はならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のよ

うな趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館

で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわ

れる危険を回避し、防止することの必要性が優先する場合をいうものと限定して解すべきで

あり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生

ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見さ

れることが必要であると解するのが相当である。そう解する限り、このような規制は、他の

基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二十

一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべ

きである。 

 そして、右事由の存在を肯認することができるのは、そのような事態の発生が許可権者の

主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場

合でなければにならないことはいうまでもない。 

  



（２）最高裁判所第二小法廷平成 8年 3月 15日判決 

   （いわゆる上尾市福祉会館事件判決／以下、関係部分抜粋） 

 

 本件条例六条一項一号は、「会館の管理上支障があると認められるとき」を本件会館の使用

を許可しない事由として規定しているが、右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、

許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予

測される場合に初めて、本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解す

べきである。 

 主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に

反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを

理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、前示のような公の施設の利用関係の性質に

照らせば、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情があ

る場合に限られるものというべきである。 


